
介護職員の処遇改善に係る加算等について

大曲仙北広域市町村圏組合

令和４年度集団指導

個別
（多機能系等）

個別
（通所系等）

個別
（居住系等）
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2



3
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43

1

GH（n＝44）

9

2

小多機（n＝11）

3

0

看多機（n＝3）

2

0

定期巡回（n＝2）

3

1

密着特定（n＝4）

2

0

密着特養（n＝2）

17

2

密着デイ（n＝19）

3

0

認知デイ（n＝3）

【参考】介護職員等ベースアップ等支援加算取得状況（令和5年3月現在）

※処遇改善加算を取得していない事業所はnに含まない。
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takayuki-suzuki
テキスト ボックス
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takayuki-suzuki
テキスト ボックス



令和５年度以降計画書及び実績報告令和４年度実績報告
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届出内容に変更（次スライドで
解説）が生じた場合、左記の変
更に係る届出書に必要書類を添
付して届出する必要があります。
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事業の継続を図るため、職員の賃
金水準（加算による賃金改善分除
く）を引き下げた上で賃金改善を
行う場合、左記の特別な事情に係
る届出書に必要事項を記載の上、
提出する必要があります。

※年度を超えて介護職員の賃金を
引き下げることとなった場合は、
次年度の処遇改善加算等を取得す
るための届出を行う際に、特別な
事情に係る届出書を再度提出する
必要があります。
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